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す
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稲
田
大
臣
の
「
教
育
勅
語
の
精
神
は
取
り
戻
す
べ
き
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

稲
田
大
臣
は
、
雑
誌
「
Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
」
（
二
〇
〇
六
年
十
月
号
）
に
お
け
る
対
談
記
事
で
次
の
発
言
を
し
て
い
る
。

「
麻
生
大
臣
は
教
育
特
別
委
員
会
で
の
、
「
教
育
勅
語
の
内
容
は
よ
い
が
、
最
後
の
一
行
が
よ
く
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
「
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」
と
言
っ
た
よ
う
な
部
分
が
良
く
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

し
か
し
、
教
育
勅
語
は
、
天
皇
陛
下
が
象
徴
す
る
と
こ
ろ
の
日
本
と
い
う
国
、
民
族
全
体
の
た
め
に
命
を
か
け
る
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
、
私
は
最
後
の
「
朕
爾
臣
民
ト
俱
ニ
拳
々
服
膺
シ
テ
咸
其
德
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ
」
と
い
う
一
行
も
含

め
て
教
育
勅
語
の
精
神
は
取
り
戻
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
」
（
以
下
、
「
本
件
発
言
」
と
い

う
。
）

ま
た
三
月
八
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
教
育
勅
語
に
つ
い
て
「
日
本
が
道
義
国
家
を
目
指
す
と
い
う
そ
の
精
神
は
今
も

取
り
戻
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
」
（
以
下
、
「
今
回
発
言
」
と
い
う
。
）
と
述
べ
た
。

本
件
発
言
及
び
今
回
発
言
に
関
し
て
、
疑
義
が
あ
る
の
で
以
下
質
問
す
る
。

一

本
件
発
言
は
、
現
在
は
安
倍
内
閣
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
稲
田
大
臣
の
自
身
の
発
言
で
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

一



二

教
育
勅
語
に
関
し
て
は
、
一
九
四
八
年
六
月
十
九
日
の
衆
議
院
の
「
教
育
勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
」
に
お
い
て
、

「
詔
勅
の
根
本
理
念
が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
い
て
い
る
事
実
は
、
明
か
に
基
本
的
人
権
を
損
い
、
且
つ
国

際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す
も
と
と
な
る
。
よ
つ
て
憲
法
第
九
十
八
条
の
本
旨
に
従
い
、
こ
こ
に
衆
議
院
は
院
議
を
以

て
、
こ
れ
ら
の
詔
勅
を
排
除
し
、
そ
の
指
導
原
理
的
性
格
を
認
め
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
」
と
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る

が
、
内
閣
を
構
成
す
る
一
人
で
あ
る
稲
田
大
臣
が
今
回
発
言
を
す
る
こ
と
は
、
「
教
育
勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
」
に
反

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

稲
田
大
臣
は
、
過
去
に
本
件
発
言
を
行
い
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
防
衛
大
臣
と
し
て
今
回
発
言
を
行
っ
た
が
、
「
教
育

勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
」
の
主
旨
に
鑑
み
る
と
防
衛
大
臣
と
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


